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(57)【要約】
実施形態において、顔特徴の光学モニタリングに基づき
、女性の受胎能力亢進の期間を含む受胎ウィンドウを予
測する装置（１２）が、提供される。
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　対象の顔特徴を含む複数の画像を記録するよう構成される画像捕捉デバイスと、
　命令を含むメモリと、
　前記命令を実行して、
　　前記記録された複数の画像に対応するデータを受け、
　　前記データから前記顔特徴の変化を決定し、
　　前記決定に基づき、前記対象についての受胎能力亢進の期間を含む受胎ウィンドウを
予測する
　よう構成されるプロセッサと
　を有する装置。
【請求項２】
　前記プロセッサは、前記命令を実行して、肌の色合いの変化を前記データから決定する
よう構成される、
　請求項１に記載の装置。
【請求項３】
　前記プロセッサは、前記命令を実行して、前記顔特徴の対称性の変化を前記データから
決定するよう構成される、
　請求項１に記載の装置。
【請求項４】
　前記プロセッサは、前記命令を実行して、肌の色合いの変化及び前記顔特徴の対称性の
変化を前記データから決定するよう構成される、
　請求項１に記載の装置。
【請求項５】
　前記プロセッサは更に、前記命令を実行して、追加の受胎能力予測法に対応する補足デ
ータを受けるよう構成される、
　請求項１に記載の装置。
【請求項６】
　前記プロセッサは更に、前記命令を実行して、前記対象の基礎体温、前記対象の尿中の
黄体形成ホルモンレベル、唾液中の電解質に対応するデータ、及び前記対象の経管粘液デ
ータの中の１つ又は任意の組み合わせを含む前記補足データを受けるよう構成される、
　請求項５に記載の装置。
【請求項７】
　前記プロセッサは更に、前記命令を実行して、前記補足データと前記顔特徴の前記決定
された変化との間に相関がある場合を判定し、相関がある場合の前記判定に基づき、前記
受胎ウィンドウの前記期間を調整するか、又は前記相関が前記期間に対応する前記受胎ウ
ィンドウの確率を改善するよう構成される、
　請求項５に記載の装置。
【請求項８】
　前記プロセッサは、前記命令を実行して、前記決定及び前記相関に基づき前記受胎ウィ
ンドウを予測するよう構成される、
　請求項７に記載の装置。
【請求項９】
　前記プロセッサは、前記命令を実行して、顔特徴の所定の組の解析に従って前記データ
から前記顔特徴の変化を決定するよう構成される、
　請求項１に記載の装置。
【請求項１０】
　対象の顔特徴を含む複数の画像を受けることと、
　前記複数の画像に対応するデータを受けることと、
　前記データから前記顔特徴の変化を決定することと、
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　前記決定に基づき、前記対象についての受胎能力亢進の期間を含む受胎ウィンドウを予
測することと
　を有する方法。
【請求項１１】
　前記データから前記顔特徴の変化を決定することは、肌の色合いの変化及び前記顔特徴
の対称性の変化の中の１つ又は組み合わせを前記データから決定することを有する、
　請求項１０に記載の方法。
【請求項１２】
　追加の受胎能力予測法に対応する補足データを受けることを更に有する
　請求項１０に記載の方法。
【請求項１３】
　前記補足データを受けることは、前記対象の基礎体温、前記対象の尿中の黄体形成ホル
モンレベル、及び前記対象の経管粘液データの中の１つ又は任意の組み合わせを受けるこ
とを有する、
　請求項１２に記載の方法。
【請求項１４】
　前記補足データと前記顔特徴の前記決定された変化との間に相関がある場合を判定し、
相関がある場合の前記判定に基づき、前記受胎ウィンドウの前記期間を調整するか、又は
前記相関が前記期間に対応する前記受胎ウィンドウの確率を改善することを更に有し、
　前記受胎ウィンドウは、前記決定及び前記相関に基づき予測される、
　請求項１３に記載の方法。
【請求項１５】
　プロセッサによって実行可能であり、該プロセッサに、
　対象の顔特徴を含む複数の画像を受け取らせ、
　前記複数の画像に対応するデータを受け取らせ、
　前記データから前記顔特徴の変化を決定させ、
　前記決定に基づき、前記対象の受胎能力亢進の期間を含む受胎ウィンドウを予測させる
　命令により符号化された非一時的なコンピュータ可読媒体。

【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、概して、画像解析に関係があり、より具体的には、受胎能力モニタリングに
おける使用のための画像解析に関係がある。
【背景技術】
【０００２】
　ほとんどの先進国では、カップルの約１５％が、避妊なしの性交渉の１年後に妊娠する
ことができない。不妊は、３分の１のケースで女性に原因があり、３分の１のケースで、
原因が男性にある。他の場合では、複数の要因があるか、あるいは、原因が不明である。
全世界的に、不妊問題を抱えるカップルの数は、２０１０年に４８５０万人いると認めら
れており、受胎能力の問題に取り組むカップルは、彼らの生活に重大な影響を与えうる多
くのフラストレーション及び失望に立ち向かわなければならない。受胎能力の問題の根底
には多くの原因が存在するが、ほとんどの場合に、不妊の治療に向かう最初のステップは
、生殖能力啓発（fertility　awareness）を強めること、及び受胎ウィンドウ（fertilit
y　window）を予測することである。受胎ウィンドウは、排卵日前の６日間及び排卵の期
間（例えば、数日）として定義されている。受胎ウィンドウ内の性交は、妊娠成立にとっ
て必須である。基礎体温（ＢＢＴ；Basal　Body　Temperature）記録、経管粘液モニタリ
ング（ＣＣＭ；Cervical　Mucous　Monitoring）、唾液中の電解質レベル、及び尿中の黄
体形成ホルモン（ＬＨ；Luteinizing　Hormone）レベルのモニタリングを含め、受胎ウィ
ンドウの予測のための一般的な方法がいくつか存在する。
【０００３】
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　異なった家族計画の観点から、現在の避妊具の使用は、１９９０年の５４％から２０１
４年の５７．４％までなおも上昇し続けているが、特に発展途上国では、意図しない妊娠
を防ぐために自然受胎調節法（ＮＦＰ；Natural　Family　Planning）に依存及び／又は
依拠する数百万人の女性が依然として存在する。標準日避妊法（Standard　Day　Method
）、基礎体温法、２日法（Two　Day　Method）及び症候体温法（Sympto-thermal　method
）を含むＮＦＰのためのいくつかの異なる方法が存在し、妊娠を防ぐ効果は７５％から９
９％までの範囲である。それら方法は全て、女性の受胎ウィンドウのための予測の判断材
料であるという点で共通している。
【０００４】
　上記の説明は、受胎ウィンドウの正確な予測が、不妊問題を抱えるカップルのための妊
娠成立の機会を増やすこと、及びＮＦＰに依存／依拠する女性のための意図しない妊娠の
リスクを減らすことの両方で重要であることを示す。しかし、受胎ウィンドウを予測する
ための女性の受胎能検査及び方法の現在提供されるものは、女性の規律ある反復行為を必
要とし、このようにして、より長い期間にわたって積極的に妊娠を試みているが妊娠しな
いことのフラストレーション及び失望に既に対処しなければならない女性に更なるストレ
スを課す。他の技術は、S.　Craig　Roberts　et　al.による、“Female　Facial　Attra
ctiveness　Increases　during　the　Fertile　Phase　of　the　Menstrual　Cycle”と
題されたThe　Royal　Society　of　Biology　Letters論文の２００４年のオンライン出
版（非特許文献１）で提案されている。その論文中で、著者は、顔外見も周期的な変化を
起こし、特に、顔の魅力が人間の配偶者選択において発揮されるという重要な役割を考慮
して、配偶者になるかもしれない人によって認識され得ることを認める。著者は、様々な
女性の写真に基づき男性及び女性を調査し、女性の顔が黄体期の間に比べて月経の受胎ウ
ィンドウの間の方がより魅力的であると判断されていることに気付いた。すなわち、排卵
の視覚的合図が存在する。しかし、その出版物の著者は、顔の魅力の高まりが明らかに微
妙であって、平均効果量が小さいことにも気付いている。
【先行技術文献】
【非特許文献】
【０００５】
【非特許文献１】S.　Craig　Roberts　et　al.，“Female　Facial　Attractiveness　I
ncreases　during　the　Fertile　Phase　of　the　Menstrual　Cycle”，The　Royal　
Society　of　Biology　Letters，オンライン出版，２００４年
【発明の概要】
【０００６】
　本発明の目的は、よる厳密な方法への依存を減らしながら受胎ウィンドウの正確な予測
を提供するメカニズムを提供することである。そのような懸案事項により良く対処するよ
う、本発明の第１の態様では、顔特徴の光学モニタリングに基づき、女性の受胎能力更新
の期間を含む受胎ウィンドウを予測し、同時に、女性の側で規律的且つ厳しい反復行為を
要求する既存の方法の必要性を減らす装置が、提供される。
【０００７】
　実施形態において、装置は、対象の顔特徴を含む複数の画像を記録する画像捕捉デバイ
スと、命令を含むメモリと、命令を実行して、記録された画像に対応するデータを受け、
データから顔特徴の変化を決定し、その決定に基づき受胎ウィンドウを予測するよう構成
されるプロセッサとを有する。受胎ウィンドウは、排卵前の６日間及び排卵日に対応する
期間を指す。光学モニタリングの使用は、他の予測法と比較した場合に、受胎ウィンドウ
を予測するための正確でありながら非侵襲的な、それほど厳格でないアプローチを可能に
する。
【０００８】
　実施形態において、プロセッサは、命令を実行して、データから、肌の色合いの変化、
顔特徴の対称性の変化、又はその両方の組み合わせを決定するよう構成される。例えば、
色の変化の形をとる肌の色合いの変化（例えば、受胎ウィンドウの外に比べて、受胎ウィ
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ンドウの間、肌はより赤みを帯びる。）は、女性が現在月経周期の受胎ウィンドウの最中
にあることを示し得る。他の例として、目、唇、鼻、及び／又は他の顔特徴の対称性の変
化が検出されてよく、女性が受胎ウィンドウの最中にあることの表れである。それらは、
身体センサ及び／又は侵襲的な技術の必要性を伴わずに、正確に行われ得る測定である。
【０００９】
　実施形態において、プロセッサは更に、命令を実行して、追加の受胎能力予測法に対応
する補足データを受けるよう構成される。装置の性能にとって任意であるが、補足データ
は、受胎ウィンドウの正確且つ再現可能な予測の確率を改善するのに有用であり、及び／
又はそれらの予測法とより良く相関するように受胎ウィンドウを調整するために使用され
てよい。それらの予測法は、対象の基礎体温の使用、対象の尿中の黄体形成ホルモンのモ
ニタリング、唾液中の電解質の解析、及び経管粘液モニタリングを含む。それらの方法の
中の１つ以上を使用することは、光学モニタリング機構の正確さ及び／又は信頼性を改善
するのに役立ち得る。
【００１０】
　実施形態において、プロセッサは更に、補足データと顔特徴の決定された変化との間に
相関がある場合を判定し、相関がある場合の判定に基づき、受胎ウィンドウの期間を調整
するか、又は相関が期間に対応する受胎ウィンドウの確率を改善するよう構成される。実
際に、長期（例えば、１～３ヶ月）にわたる顔特徴のモニタリングから決定される顔特徴
の周期的な変化は、補足データとともにマッピングされ、これは、予測の確率を強化し、
及び／又は受胎ウィンドウの調整をもたらし得る。補足データの取得は、従来の技術と比
較して減らされ、家族計画問題における女性による時間及び／又はエネルギの投資をより
少なくすることができる。
【００１１】
　本発明のそれら及び他の態様は、以降で記載される実施形態を参照して説明され、明ら
かになる。
【図面の簡単な説明】
【００１２】
　本発明の多くの態様は、図表である次の図面を参照して、より良く理解され得る。図中
の構成要素は、必ずしも実寸通りではなく、代わりに、本発明の原理を明りょうに説明す
るように強調されることがある。更に、図面において、同じ参照符号は、いくつかの図を
通して、対応する部分を示す。
【００１３】
【図１】本発明の実施形態に従って受胎ウィンドウ予測システムが使用される環境の例を
表す概略図である。
【図２】本発明の実施形態に従う受胎ウィンドウ予測システムによる女性の顔の論理的な
パーティショニングを表す概略図である。
【図３】Ａ～Ｃは、本発明の実施形態に従う受胎ウィンドウ予測システムによって提示さ
れる受胎能力予測ウィンドウ及びパーセント確率の視覚表現を表すスクリーン図である。
【図４】本発明の実施形態に従う受胎ウィンドウ予測方法を実装するための、図１の環境
内にある電子機器の実施形態を表すブロック図である。
【図５】本発明の実施形態に従う受胎ウィンドウ予測方法を実装するための、図１の環境
内にある他の電子機器の実施形態を表すブロック図である。
【図６】本発明の実施形態に従う受胎ウィンドウ予測方法を表すフロー図である。
【発明を実施するための形態】
【００１４】
　本明細書には、女性の受胎ウィンドウを予測するよう彼女の月経周期の間のその顔特徴
の光学モニタリングを提供する受胎ウィンドウ予測システムの特定の実施形態が開示され
ている。背景で説明されたように、文献は、女性の顔の認知される魅力が月経周期にわた
って変化することを示している。光学モニタリングは、不妊問題を抱えるカップルの受胎
能力を高める能力を含め、家族計画プロセスに有用であることができる女性のための正確
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且つユーザフレンドリな排卵予測ツールを開発するために使用され得る顔対称性の変化（
例えば、増進）及び肌の色合いの変化を検出し記録するために、受胎ウィンドウ予測シス
テムの特定の実施形態で使用される。一実施形態において、対象の顔特徴を含む複数の画
像を捕捉（例えば、記録）する画像捕捉デバイスと、命令を含むメモリと、命令を実行し
て、記録された画像に対応するデータを受け、データから顔特徴の変化を決定し、その決
定に基づき受胎ウィンドウを予測するよう構成されるプロセッサとを有する装置が開示さ
れる。
【００１５】
　少し脱線すると、受胎ウィンドウを予測するための女性の受胎能検査及び方法の現在提
供されるものは、尿中の黄体形成ホルモン（ＬＨ）を検出すること、基礎体温（ＢＢＴ）
を図に記すこと、唾液中の電解質を見ること、及び経管粘液の量及び見掛けをモニタする
こと（経管粘液モニタリング（Cervical　Mucus　Monitoring）又はＣＣＭ）に基づく。
ほぼ全ての検査は、女性の側で規律的な反復行為を要求し、このようにして、より長い期
間にわたって積極的に妊娠を試みているが妊娠しないことのフラストレーション及び失望
に既に対処しなければならない女性に更なるストレスを課す。対照的に、受胎ウィンドウ
予測システムの特定の実施形態は、女性の月経周期の間に彼女の顔特徴を光学的にモニタ
リングすることによって彼女の受胎ウィンドウを予測することで、従前の検査の退屈さを
解消又は少なくとも軽減する。
【００１６】
　本開示の受胎ウィンドウ予測システムの特定の特徴について簡単に述べてきたが、これ
より、図面において表されている受胎ウィンドウ予測システムの記載が詳細に参照される
。受胎ウィンドウ予測システムはそれらの図面に関連して記載されるが、受胎ウィンドウ
予測システムを本明細書で開示される１つ以上の実施形態に制限する意図はない。例えば
、続く記載において、不妊問題を抱えるカップルのための妊娠成立の機会を増やすことに
おいて（又は、不妊問題を抱えていない人達の間で妊娠を促すために）受胎ウィンドウの
正確な予測を提供することに焦点が当てられている。しかし、いくつかの実施形態におい
て、受胎能力予測ウィンドウシステムは、自然受胎調節法（又は他の、信頼性が低い避妊
法）に依存／依拠する女性のための意図しない妊娠のリスクを減らすために使用されてよ
い。更に、記載は１つ以上の実施形態の細部について特定又は記載するが、そのような細
部は、必ずしも、あらゆる実施形態の部分でも、単一の実施形態又は全ての実施形態に必
然的に付随する全ての様々な述べられている利点でもない。それどころか、添付の特許請
求の範囲によって定義される本開示の精神及び適用範囲の中に含まれる全ての代替、変更
及び均等をカバーすることが意図される。更に、本開示の文脈において当然ながら、特許
請求の範囲は、必ずしも、本明細書で説明されている特定の実施形態に制限されない。
【００１７】
　図１を参照すると、図１は、本発明の実施形態に従って受胎能力予測ウィンドウシステ
ムが使用される環境１０を例示する。本開示の文脈において当業者に当然ながら、環境１
０はほんの一例であり、受胎能力予測ウィンドウシステムのいくつかの実施形態は、図１
に表されているものと比べて少ない、多い、及び／又は異なった構成要素を備えた環境で
使用されてよい。環境１０は、１つ以上のネットワークにわたって情報のやり取りを可能
にする複数のデバイスを有する。表されている環境１０は、電子機器１２、１４、セルラ
ーネットワーク１６、ワイドエリアネットワーク１８（例えば、本明細書ではインターネ
ットとも記載される。）、及び遠隔コンピューティングシステム２０を有する。いくつか
の実施形態では、追加の電子機器が環境１０の部分を形成してよい。追加の電子機器には
、通常は対象によって（例えば、手首の周りに、畏怖に取り付けられて、など）装着され
るウェアラブルデバイスであって、対象の身体活動（例えば、ステップ、泳ぐストローク
、ペダルストローク、など）を追跡し、センサデータに基づき生理学的パラメータ（例え
ば、心拍、呼吸、皮膚温度、など）を検知又は導出し、任意に、ウェアラブルデバイスの
周囲環境に関連した様々な他のパラメータ（例えば、屋外温度、湿度、場所、など）を検
知する複数のセンサを有するものが含まれる。そのような収集されたデータの表現は、ウ
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ェアラブルデバイスで及び／又は他の１つ以上のデバイスで組み込みディスプレイにより
対象に伝えられ得る。また、ウェアラブルデバイスによって集められたそのようなデータ
は、電子機器１２及び１４のような１つ以上の電子機器へ（例えば、連続的に、周期的に
、及び／又は非周期的に）送られ得る。そのような通信は、ワイヤレスで（例えば、近距
離通信（near　field　communications；ＮＦＣ）機能、Ｂｌｕｅｔｏｏｔｈ（登録商標
）機能、などを用いて）及び／又は有線媒体（例えば、ユニバーサルシリアルバス（univ
ersal　serial　bus；ＵＳＢ）、など）に従って達成され得る。表されている例では、電
子機器１２は、スマートフォンとして具現化され、電子機器１４は、コンピュータ（例え
ば、ラップトップ、パーソナルコンピュータ、タブレット、など）として具現化されてい
る。当然ながら、夫々の電子機器は単数で記載されているが、いくつかの実施は、電子機
器１２、１４の夫々について異なる量を用い得る。更に、いくつかの実施形態では、より
少ない、追加の、及び／又は他のタイプの電子機器が使用されてよい。
【００１８】
　電子機器１２は、通信（例えば、電話機能を含むワイヤレス通信）及び内蔵式の画像捕
捉／記録機能を備えた携帯型のコンピューティング／通信デバイスの中でも特に、スマー
トフォン、携帯電話機、セルラーフォン、ページャー、スタンドアローンの画像捕捉デバ
イス（例えば、カメラ）として具現化され得る。図１の表されている実施形態では、電子
機器１２はスマートフォンである。電子機器１２の更なる説明は、図４に関連して以下で
記載される。
【００１９】
　電子機器１４は、通信機能を備えたコンピューティングデバイスの中でも特に、ラップ
トップ、パーソナルコンピュータ、ワークステーション、パーソナルデジタルアシスタン
ト、タブレット、ノートブックデバイスとして具現化され得る。いくつかの実施形態にお
いて、電子機器１４は、画像捕捉／記録機能を備えられてよい。図１の表されている実施
形態では、電子機器１４は、画像捕捉機能を内蔵されたラップトップである。電子機器１
４の更なる説明は、図５に関連して以下で記載される。
【００２０】
　セルラーネットワーク１６は、電子機器１２及び任意に電子機器１４によるセルラー通
信を可能にする必須のインフラストラクチャを含んでよい。特に、ＧＳＭ（登録商標）、
ＧＰＲＳ、ＣＤＭＡＯｎｅ、ＣＤＭＡ２０００、ＥＶ－ＤＯ（Evolution-Data　Optimize
d）、ＥＤＧＥ、ＵＭＴＳ（Universal　Mobile　Telecommunications　System）、ＤＥＣ
Ｔ（Digital　Enhanced　Cordless　Telecommunications）、デジタルＡＭＰＳ（ＩＳ－
１３６／ＴＤＭＡ）、及びｉＤＥＮ（Integrated　Digital　Enhanced　Network）を含む
、セルラーネットワーク１６における使用に適した多種多様なデジタルセルラー技術が存
在する。
【００２１】
　ワイドエリアネットワーク１８は、全体的に又は部分的にインターネットを含む１つ又
は複数のネットワークを有してよい。電子機器１２、１４は、インターネット１８を介し
てコンピューティングシステム２０のデバイスにアクセスする。これは更に、特に、ＰＳ
ＴＭ（Public　Switched　Telephone　Networks）、ＰＯＴＳ、ＩＳＤＮ（Integrated　S
ervices　Digital　Network）、Ｅｔｈｅｒｎｅｔ（登録商標）、ファイバ、ＤＳＬ／Ａ
ＤＳＬを含む１つ以上のネットワークへのアクセスを通じて可能にされ得る。
【００２２】
　コンピューティングシステム２０は、アプリケーションサーバ、コンピュータネットワ
ーク、及びデータストレージのような１つ以上のコンピューティングデバイスを含め、ワ
イドエリアネットワーク１８へ結合された複数のデバイスを有する。上述されたように、
コンピューティングシステム２０は、電子機器１２、１４に代わって（又は、いくつかの
実施形態では、それらに加えて）プロセッシング及びデータ記憶を実行しながら、電子機
器１２、１４のためのクラウドコンピューティング環境（又は他のサーバネットワーク）
として働き得る。いくつかの実施形態において、コンピューティングシステム２０の機能
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の１つ以上は、夫々の電子機器１２、１４で実行されてよく、逆の場合も同じである。
【００２３】
　受胎ウィンドウ予測システムの実施形態は、環境１０の１つ以上のデバイス（又は、同
様に、１つ以上の装置）を有してよい。一実施形態において、受胎ウィンドウ予測システ
ムの機能は、もっぱら電子機器１２又は電子機器１４において実装されてよい。一実施形
態において、受胎ウィンドウ予測システムの機能は、電子機器１２及び１４の組み合わせ
において実装されてよい。一実施形態において、受胎ウィンドウ予測システムの機能は、
電子機器１２、１４の一方又は両方及びコンピューティングシステム２０を用いて実装さ
れてよい。いくつかの実施形態において、モノのインターネット（Internet　of　Things
；ＩｏＴ）として通信上組み込まれたデバイスは、画像記録並びに受胎ウィンドウの処理
及び提示を提供するよう協働し得る。
【００２４】
　動作の一例として、引き続き図１を参照して、女性は、自身の写真を撮る毎日の時間を
選択してよい。毎日の選択された時間は、如何なる時間であってもよいが、望ましくは、
一貫した時間（例えば、毎日同時刻）であり、照明、倍率、角度、などのような環境条件
に関して一貫している。例えば、朝にその日の準備をしているとき、あるいは、仕事中若
しくは家又は別な場所で机に向かって電子メール及び／又はソーシャルメディアを確認し
ているとき、女性は、電子機器１２又は１４でアプリケーションを起動し得る。グラフィ
カルユーザインターフェイス（ＧＵＩ）が電子機器１２又は１４の表示スクリーンに提示
され得る。グラフィカルユーザインターフェイスは、一般に、顔画像を記録するよう女性
に指示し、より具体的には、記録の適切な条件に関して指示を与える。グラフィカルユー
ザインターフェイスは、視野角、倍率、及び／又は照明を含む様々な画像捕捉条件に関し
て女性に指示するプロンプトを提示しながら、女性のリアルタイム画像を示し得る。いく
つかの実施形態において、画像捕捉条件は、行われるべき望ましい調整であってよく、あ
るいは、いくつかの実施形態において、調整は、検知された条件に基づき自動的に行われ
、その後の画像捕捉セッションにおける使用のために記憶され得る。条件の一貫性は結果
を改善し得るので、アプリケーションは、顔画像が記録された前日までの時間に基づき、
画像捕捉のための時間がとられるべきである場合に、注意喚起により女性を促し得る。い
くつかの実施形態において。画像記録の条件の変動は、アプリケーションに、女性に警告
させ、一貫した条件を保つための修正を提案させ得る。いくつかの実施形態において、指
示、警告、などの量及び／又は頻度は、女性によって設定されてよく、いくつかの実施形
態において、指示は、より初歩的であってよく、あるいは、女性は、女性へのそれらの指
示に対応するパラメータを選択することをアクティブ又は非アクティブにする機会を与え
られる。表されている例では、画像記録の準備が整うと、女性は、表示スクリーンにおい
て又は他のユーザインターフェイスメカニズムを介して提示されている画像捕捉ボタンア
イコンを選択（例えば、タッチ選択）する。なお、いくつかの実施形態では、タイマが、
画像捕捉プロセスを自動的にアクティブにするよう設定されてよい。
【００２５】
　上記の例は、電子機器１２又は１４で実行されるアプリケーションのＧＵＩ態様と女性
との間の対話セッションを表すが、いくつかの実施形態において、画像捕捉（記録）プロ
セスは、女性にとってよりトランスペアレントであり得る。すなわち、電子機器１２は、
顔画像が（時間的及び条件的に）一貫した様態で自動的に記録され得る場所に戦略的に取
り付けられ得るスタンドアローンの画像捕捉デバイスとして具現されてよい。例えば、ス
タンドアローンの画像捕捉デバイス１２は、化粧鏡に、シャワーの中に、バスタブの上に
、又は女性が毎朝規則的に画像捕捉が行われることを好む他の場所に取り付けられてよい
。スタンドアローンの画像捕捉デバイス１２は、記録された画像を、スマートフォンとし
て具現化された電子機器１２へ、又はラップトップ１４へ（例えば、ワイヤレスで、又は
有線接続を介して）送ってよい。通信は、手動で、例えば、ポータブルストレージデバイ
ス（例えば、メモリスティック、メモリカード、など）の手動転送を介して、達成されて
さえよい。同様に、女性は、一貫した記録及び条件のために、毎日画像を記録するようラ
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ップトップ１４で実行されるアプリケーションを構成してよい。女性は、女性によるログ
イン時に又は毎日特定の時間若しくは時間帯に女性の存在を検知すると顔特徴を記録する
ようラップトップの画像捕捉機能を（例えば、セットアップＧＵＩを介して）構成してよ
い。女性の存在は、付属されたウェアラブルデバイス（又は他の電子機器）内にあり、ラ
ップトップ１４への女性の接近をアプリケーションへ伝えるモーション／近接検出センサ
によって、示され得る。画像を記録するためのそれら及び／又は他のメカニズムは、女性
によって配置されるように（又はアプリケーションによって予めプログラムされるように
）使用されてよい。
【００２６】
　記録された画像は、電子機器１２又は１４のプロセッシング回路によって受け取られ、
解析される。例えば、図２における記録画像２２を参照して、女性の顔は、破線２４によ
って示されるように、アプリケーションによって論理的に半分に分けられるか、又はいく
つかの実施形態では他の方法で分割されてよい。すなわち、顔特徴の対称性が、鼻、目、
口及び唇のような、予め設定された特徴について解析される。また、斜線２６によって表
されるような肌の色合いの変化が解析される。例えば、受胎ウィンドウの間、赤みを帯び
た又紅潮した肌の色合いが顔（頬部を含むが、その場所に制限されない。）において起こ
り得る。解析は、図２で概略的に表されているが、女性にとってトランスペアレントであ
る点に留意されたい。いくつかの実施形態では、しかしながら、女性は、解析のフィード
バックを供給され、何らかのデータを一掃する機会を与えられ得る。例えば、女性は、彼
女の顔に発疹が現れ、よって、グラフィカルユーザインターフェイスを介して彼女にフィ
ードバックされる特定の結論及び／又は解析を削除する機会を与えられ得る。記録された
顔画像は、予め設定された顔特徴に関して解析され、解析は、それらの特徴のあらゆる変
動及び変化に並びに肌の色合いの周期変化に焦点を合わせる。一実施形態において、アプ
リケーションは、顔の論理セグメント間で対称性の変化を比較する。いくつかの実施形態
において、解析は、電子機器１２又は１４の外にある他のデバイスで実装されてよい点に
留意されたい。例えば、電子機器１２、１４は、コンピューティングシステム２０に（例
えば、インターネット１８を介して）アクセスしてよく、コンピューティングシステム２
０では、解析が実行され、予測結果は、コンピューティングシステム２０によってホスト
されているウェブサイトを介して女性へ返送されるか、又は電子機器１２若しくは１４へ
各々の表示スクリーンでの提示のために返送される。
【００２７】
　結果は、高い度合いの確かさ（受胎能力予測ウィンドウの確率における十分な確かさ）
が持たれる十分な時間が経過するまで、女性から遮断され得る点に留意されたい。代替的
に、いくつかの実施形態において、受胎ウィンドウの視覚化は、更なる画像が受信及び解
析されるにつれて漸次変更されてよい。例えば、図３Ａ～３Ｃを参照すると、グラフィカ
ルユーザインターフェイス２８は、（図３Ａ～３Ｃに表されているような）英数字値によ
って日付の範囲３０（例えば、３０Ａ、３０Ｂ、３０Ｃ）として、又はいくつかの実施形
態では、表示カレンダー（例えば、月ごとの日付のマス）内の強調表示された日付として
提示される受胎ウィンドウを有して、（例えば、電子機器１２及び／又は１４の表示スク
リーン上で）提示されてよい。いくつかの実施形態において、値３２（例えば、３２Ａ、
３２Ｂ、３２Ｃ）は、予測の確かさ（例えば、図３Ａでは６０％確実、図３Ｂでは８５％
確実、及び図３Ｃでは９５％確実）を示すよう、受胎ウィンドウとともに提示されてよい
。いくつかの実施形態では、テキスト又はグラフィック警告が、結果ととともに、結果の
信頼性及び／又は正確さ（例えば、“Ｘ”ヶ月のデータの解析に目下基づく予測ウィンド
ウ）を説明するよう提示されてよい。いくつかの実施形態において、受胎ウィンドウの視
覚化に対する適用されたグレースケールの変化は、予測ウィンドウを示すとともに予測の
確かさを示すために提示されてよい。例えば、最初の月の解析に基づく受胎ウィンドウは
、いくらかグレーアウトしたフォント及び／又はグレーアウトしたグリッドラインとして
表され得、一方、２ヶ月目に基づく受胎ウィンドウは、より明るく且つより濃いフォント
及び／又はグリッドラインによって提示され、３ヶ月目の解析からの結果は、実線の濃い
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フォント又はグリッドラインとして現れて、結果へのより高い度合いの信頼を女性に示し
得る。予測ウィンドウへの十分な信頼をもたらす期間は、訓練期間と以降で呼ばれ、この
期間に、光学モニタリングは、データが蓄積されるにつれてますます正確な受胎ウィンド
ウ予測を提供するよう訓練される。３つのスクリーンが、受胎ウィンドウ予測の示される
確かさに対応して図３Ａ～３Ｂに示されているが、これは単なる例であり、予測ウィンド
ウの精度は、いくつかの実施形態において、訓練期間の同じ又は異なる時間にわたってよ
り高く又は低くなり得る点に留意されたい。
【００２８】
　訓練期間中、補足データが、いくつかの実施形態では、電子機器１２又は１４によって
受け取られ得る。補足データは、基礎体温（ＢＢＴ）記録、経管粘液モニタリング（ＣＭ
Ｍ）、尿中の黄体形成ホルモン（ＬＨ）レベルのモニタリング、及び唾液中の電解質の解
析を含む、受胎ウィンドウを予測するための他の受胎能検査からのデータを有する。デー
タの１つ以上は、電子機器１２若しくは１４のユーザインターフェイスで手動で入力され
、且つ／あるいは、遠隔システムから（例えば、コンピューティングシステム２０から）
、及び／又は電子機器１２若しくは１４のうちの一方で実行される局所的な受胎能力予測
アプリケーションから局所的に、そのようなデータへのアクセスを介して電子的にダウン
ロードされてよい。例えば、女性は、オンラインで受胎能検査法を使用してよく、そのよ
うなオンラインシステムからのデータは、アプリケーションによってアクセスされ得る。
記録された顔画像特徴のデータ解析の結果は、補足データにマッピングされる。解析され
た顔特徴の周期的な変化（例えば、対称性及び肌の色合いの変化）は、補足データととも
にマッピングされる。すなわち、受胎ウィンドウ予測アプリケーションは、補足データと
顔特徴の決定された変化との間に相関があるかどうかを判定し、相関がある場合の判定に
基づき、事前に予測された受胎ウィンドウ（アプリケーションのみに基づく。）の期間を
調整するか、又はアプリケーションによって既に決定された期間に相関が対応する受胎ウ
ィンドウの確率を改善する（例えば、マッピングは、光学モニタリングに基づき受胎ウィ
ンドウであると予測された期間が、他の方法によって予測された期間に一致することを示
す。）。前者の場合でさえ、受胎ウィンドウが予測されたとおりであるとの確率は、予測
された受胎ウィンドウの期間を立証するよう光学モニタリングデータとともに補足データ
が存在することから、改善される。
【００２９】
　受胎ウィンドウ予測システムの実施形態の動作の例について記載してきたが、図４を参
照すると、図４は、スマートフォンとして具現化された電子機器１２（以降、スマートフ
ォン１２と呼ばれる。）を例示する。当業者に当然ながら、図４に表されており以下で記
載される論理ブロック図は一例であり、いくつかの実施形態では、受胎ウィンドウ予測ソ
フトウェアを組み込む他の設計が使用されてよい。スマートフォン１２は、ベースバンド
プロセッサ（baseband　processor；ＢＢＰ）３４及びアプリケーションプロセッサ（app
lication　processor；ＡＰＰ）３６を含む少なくとも２つの異なったプロセッサを有す
る。知られているように、ベースバンドプロセッサ３４は、ベースバンド通信に関連した
タスクを主に扱い、アプリケーションプロセッサ３６は、一般に、入力及び出力と、ベー
スバンドプロセッシングに直接関係があるもの以外の他の全てのアプリケーションとを扱
う。ベースバンドプロセッサ３４は、数ある機能の中でも特に、ＧＳＭ（登録商標）（Gl
obal　System　for　Mobile　communications）プロトコルスタックのようなプロトコル
スタック（ＰＲＯＴ　ＳＴＫ）３８に関連した機能を展開するための専用プロセッサを有
する。アプリケーションプロセッサ３６は、数ある機能の中でも特に、アプリケーション
（Ａｐｐｓ）４０のためのマルチコアプロセッサを有する。ベースバンドプロセッサ３４
及びアプリケーションプロセッサ３６は、ランダムアクセスメモリ（ＲＡＭ）、フラッシ
ュメモリ、などを含む各々の関連するメモリ（例えば、ＭＥＭ）４２、４４、及び周辺機
器、及びランニングクロックを備える。
【００３０】
　より具体的には、ベースバンドプロセッサ３４は、ＷＣＤＭＡ（登録商標）（広帯域符
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号分割多重アクセス（Wideband　Code　Division　Multiple　Access））、ＣＤＭＡ（符
号分割多重アクセス（Code　Division　Multiple　Access））、ＥＤＧＥ（ＧＳＭ（登録
商標）進化型高速データレート（Enhanced　Data　Rates　for　GSM（登録商標）　Evolu
tion））、ＧＰＲＳ（汎用パケット無線サービス（General　Packet　Radio　Service）
）、Ｚｉｇｂｅｅ（例えば、ＩＥＥＥ８０２．１５．４に基づく。）、Ｂｌｕｅｔｏｏｔ
ｈ（登録商標）、Ｗｉ－Ｆｉ（ワイヤレス・フィデリティ（Wireless　Fidelity），例え
ば、ＩＥＥＥ８０２．１１に基づく。）、及び／又はＬＴＥ（ロングタームエボリューシ
ョン（Long　Term　Evolution））をそれらの変形並びに／又は他の電気通信プロトコル
、標準、及び／若しくは仕様の中でも特に含む１つ又は複数のワイヤレスネットワークテ
クノロジにアクセスすることをスマートフォン１２に可能にするよう、プロトコルスタッ
ク３８の機能を展開してよい。ベースバンドプロセッサ３４は、信号変調、無線周波数シ
フト、及び符号化を含む無線通信及び制御機能を管理する。ベースバンドプロセッサ３４
は、１つ以上のアンテナを備えているラジオ（例えば、ＲＦフロントエンド）４６及び／
又はＧＳＭ（登録商標）モデムと、アナログ及びデジタルベースバンド回路（図４中、夫
々ＡＢＢ、ＤＢＢ）とを有するか、又はそれらに結合されてよい。ラジオ４６は、複数の
異なる周波数の信号の受信及び送信を可能にするようトランシーバ及び電力増幅器を有し
て、セルラーネットワーク１６へのアクセスを可能にする。アナログベースバンド回路は
ラジオ４６へ結合され、ＧＳＭ（登録商標）モデムのアナログ領域及びデジタル領域の間
のインターフェイスを提供する。アナログベースバンド回路は、スマートフォンユーザイ
ンターフェイス（ＵＩ）４８（例えば、マイクロホン、イヤホン、着信音、バイブレータ
回路、など）から（アプリケーションプロセッサ３６を介して間接的に、又は直接的に）
受け取られたアナログ及び／又はデジタル信号を処理するよう、制御及び電力管理／分配
コンポーネント及びオーディオコーデックとともに、アナログ－デジタルコンバータ（Ａ
ＤＣ）及びデジタル－アナログコンバータ（ＤＡＣ）を含む回路を有する。ＡＤＣは、デ
ジタルベースバンド回路（ＤＢＢ）による処理のために、如何なるアナログ信号もデジタ
ル化する。デジタルベースバンド回路は、ＧＳＭ（登録商標）プロトコルスタックの１つ
以上のレベルの機能（例えば、レイヤ１、レイヤ２、など）を展開し、共有メモリインタ
ーフェース（メモリは、アプリケーションプロセッサ３６によって処理されたデータに対
して行われるべき動作を指示するパラメータ並びにデータ及び制御情報を含む。）を介し
て通信するマイクロコントローラ（例えば、マイクロコントローラユニット又はＭＣＵ）
及びデジタル信号プロセッサ（ＤＳＰ）を有する。ＭＣＵは、特に、ＲＴＣ（リアルタイ
ムクロック（real-time　clock））、ＳＰＩ（シリアルペリフェラルインターフェイス（
serial　peripheral　interface））、Ｉ２Ｃ（inter-integrated　circuit）、ＵＡＲＴ
（Universal　Asynchronous　Receiver/Transmitter）、ＩｒＤＡ（Infrared　Data　Ass
ociation）に基づくデバイス、ＳＤ／ＭＭＣ（セキュアデジタル／マルチメディアカード
（Secure　Digital/Multimedia　Cards））カードコントローラ、キーパッドスキャンコ
ントローラ、及びＵＳＢデバイス、ＧＰＲＳ暗号モジュール、ＴＤＭＡ（時分割多重アク
セス（Time　Division　Multiple　Access））、スマートカードリーダーインターフェイ
ス（例えば、１つ以上のＳＩＭ（Subscriber　Identity　Module）カード用）、タイマの
ような複数の周辺機器（例えば、集積回路としてパッケージ化された回路）を備えたコア
を有して、リアルタイム・オペレーティングシステム（ＲＴＩＯＳ）を実行するＲＩＳＣ
（縮小命令セットコンピュータ（reduced　instruction　set　computer））マシンとし
て具現化されてよい。受信側機能に関して、ＭＣＵは、ＤＳＰに、例えば、アナログベー
スバンド回路から同相／直交（Ｉ／Ｑ）サンプルを受信し、ＭＣＵに折り返し報告しなが
ら検出、復調、及び復号化を実行するよう指示する。送信側機能に関して、ＭＣＵは、送
信可能なデータ及び補助データをＤＳＰに提示し、ＤＳＰはデータを符号化し、アナログ
ベースバンド回路へ供給する（例えば、ＤＡＣによってアナログ信号に変換する。）。
【００３１】
　アプリケーションプロセッサ３６は、複数のユーザアプリケーション４０の実装を可能
にするオペレーティングシステム（ＯＳ）５０の制御下で動作する。アプリケーションプ
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ロセッサ３６は、システム・オン・チップ（ＳｏＣ）として具現化されてよく、インター
ネット、電子メール、マルチメディアエンターテイメント、ゲーム、などに結合されるコ
ンピューティングシステム２０の１つ以上のコンピューティングデバイスにアクセスする
ようウェブブラウジングを含む複数のマルチメディア関連機能をサポートする。例えば、
アプリケーションプロセッサは、遠隔データアクセス／記憶／処理を提供するためのクラ
ウドコンピューティングフレームワーク又は他のネットワークへのアクセスを、そして、
埋め込みオペレーティングシステムとの協働を通じて、カレンダー、位置サービス、リマ
インダー、などへのアクセスを可能にするようインターフェイスソフトウェア（例えば、
１つ以上のアプリケーションプログラムインターフェイス（ＡＰＩ）を備えるか又はそれ
に関連して動作可能なブラウザのような、ミドルウェア）を実行してよい。例えば、いく
つかの実施形態において、受胎ウィンドウ予測システムは、クラウドコンピューティング
を用いて動作してよく、ユーザデータ（例えば、医療施設で実行され記録されるか又は家
で実行され記録され、コンピューティングデバイスからアップロードされ、コンピューテ
ィングシステム２０のストレージデバイスに記憶されたＢＢＴ検査、ＬＨ検査、電解質検
査、ＣＣＭ検査からのデータを含む、コンピューティングシステム２０からアクセス可能
な補足データ）の処理及び記録、並びに／又は顔特徴変化の決定及び変化に基づく（例え
ば、ネットワーク１６、１８上で供給された画像データに基づく）受胎ウィンドウの予測
は、コンピューティングシステム２０の１つ以上のデバイスによって達成され得る。アプ
リケーションプロセッサ３６は、一般に、プロセッサコア（Advanced　RISC　Machine又
はＡＲＭ）を有し、マルチメディアモジュール（写真、映像、及び／又は音声を復号／符
号化するため。）、グラフィクスプロセッシングユニット（ＧＰＵ）、通信インターフェ
イス（ＣＯＭＭ）５２、及びデバイスインターフェイスを更に有するか、又はそれらに結
合されてよい。通信インターフェイス５２は、ウェアラブルデバイスを含む電子デバイス
、特に電子デバイス１４とのワイヤレス通信を可能にするＢｌｕｅｔｏｏｔｈ（登録商標
）（ＢＴ）（及び／又はいくつかの実施形態ではＺｉｇｂｅｅ）モジュールと、ローカル
８０２．１１ネットワークとのインターフェイス接続のためのＷｉ－Ｆｉモジュールとを
含むワイヤレスインターフェイスを含んでよい。アプリケーションプロセッサ３６は、位
置特定サービスを提供するよう衛星ネットワークへのアクセスのために全地球測位衛星シ
ステム（global　navigation　satellite　systems；ＧＮＳＳ）トランシーバ又はレシー
バ５４を更に有するか、又はそれに結合されている。アプリケーションプロセッサ３６へ
結合されるデバイスインターフェイスは、表示スクリーンを含むユーザインターフェイス
４８を含んでよい。表示スクリーンは、ＬＣＤ又は液晶ディスプレイ（若しくは薄膜トラ
ンジスタ（ＴＦＴ）ＬＣＤや、同相スイッチング（ＩＰＳ）ＬＣＤのような、その変形）
、有機ＬＥＤ（ＯＬＥＤ）や、アクティブマトリクスＯＬＥＤ（ＡＭＯＬＥＤ）のような
発光ダイオード（ＬＥＤ）に基づくテクノロジ、又は網膜若しくは触覚に基づくテクノロ
ジを含むいくつかの利用可能なテクノロジのうちの１つにおいて具現化されてよい。例え
ば、表示スクリーンは、コンピューティングシステム２０から受け取られたウェブページ
及び／又は他の文書を提示するために使用されてよく、且つ／あるいは、表示スクリーン
は、アプリケーション４０に関連して局所的にレンダリングされたグラフィカルユーザイ
ンターフェイス（ＧＵＩ）において情報を提示するために使用されてよい。他のユーザイ
ンターフェイス４８は、周辺機器の中でも特に、キーパッド、マイクロホン、イヤホンコ
ネクタ、Ｉ／Ｏインターフェイス（例えば、ＵＳＢ（Universal　Serial　Bus））、ＳＤ
／ＭＭＣカードを含む。また、アプリケーションプロセッサには、画像捕捉デバイス（画
像捕捉）５６も結合される。画像捕捉デバイス５６は、光学センサ（例えば、電荷結合素
子（ＣＣＤ）又は相補型金属酸化膜半導体（ＣＭＯＳ）光学センサ）を有する。画像捕捉
デバイス５６は、顔の対称性及び／又は肌の色合いの変化を検出し記録するために使用さ
れてよい。また、バッテリ６０の動作を制御及び管理する電力管理デバイス５８も含まれ
ている。上述された及び／又は図４に表されているコンポーネントは、１つ以上のバス上
で、表されている例では、データバス６３を介して、データを共有する。本開示の文脈に
おいて当業者に当然ながら、上記に対する変形は、同様の機能を達成するよう、いくつか
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の実施形態において展開されてよい。
【００３２】
　表されている実施形態では、アプリケーションプロセッサ３６は、顔特徴検出ソフトウ
ェア（顔特徴検出）６４、解析ソフトウェア（解析）６６、受胎ウィンドウ予測ソフトウ
ェア（受胎ウィンドウ予測）６８、マッピングソフトウェア（マッピング）７０、及びＧ
ＵＩソフトウェア（ＧＵＩ）７２を有する受胎ウィンドウ予測ソフトウェアを含む複数の
アプリケーション４０を実行する。ＧＵＩソフトウェア７２は、上述されたように、受胎
ウィンドウ及び／又は画像捕捉セットアップのフィードバックを供給する。ＧＵＩソフト
ウェア７２は、いくつかの実施形態において他のアプリケーションからもＵＩ４８（例え
ば、表示スクリーン）上でコンテンツをレンダリングするために使用されてよい点に留意
されたい。顔特徴検出ソフトウェア６４は、遠隔光電容積脈波測定法（photoplethysmogr
aphy）（ＰＰＧ）を実行して肌の色合いの変化を検出するとともに、顔認識テクノロジを
更に実施して、目、鼻、及び口を含む予め設定された顔特徴の対称性の変化を検出するよ
う、画像捕捉デバイス５６とともに動作する。肌の色合いの変化のためのそのようなＰＰ
Ｇテクノロジは、皮膚表面の真下にある血管における血流変化により生じる肌色変化を増
幅する（例えば、色変化の頻度を解析することによる。）フィリップスから市販されてい
るＶｉｔａｌ　Ｓｉｇｎｓ　Ｃａｍｅｒａアルゴリズムを組み込んでよい。それらの変化
は、目に見えないマイクロブラシを含め、人間の目には検出不可能であり得る。同様の、
予め設定された顔特徴の対称性は、市販の顔認識ソフトウェアを用いて検出されてよい。
解析ソフトウェア６６は、いくつかの実施形態では顔特徴検出ソフトウェア６４のコンポ
ーネントであってよく、対称性を決定するよう顔を論理的に分割し、更には、例えば、解
析ソフトウェア６６に組み込まれているか、又はメモリ４４に記憶されているイベントカ
レンダーアプリケーションからアクセスされるカレンダーソフトウェアを用いて、検出さ
れた変化をカレンダーの日付と関連付けるよう構成される。すなわち、解析ソフトウェア
６６は、肌の色合い及び対称性の変化を比較及び記録し、それらの変化を月ごとにカレン
ダーの日付と関連付ける。受胎ウィンドウ予測ソフトウェア６８は、周期的な変化の関連
付けに注意を向け、モニタされた変化に基づき受胎ウィンドウの確率を計算する。例えば
、毎月ある期間に画像データが一貫してより赤い顔の紅潮及びますますの対称性を示すと
決定することに基づき、受胎ウィンドウ予測ソフトウェアは、それらの変化が既存の及び
それ以降の月に起こる確率を評価し、ＧＵＩソフトウェア７２と協働して受胎ウィンドウ
を女性に提示する。マッピングソフトウェア７０は任意であり、ＢＢＴ記録、ＣＭＭ、Ｌ
Ｈレベル、及び／又は唾液中の電解質に関してメモリに記憶された（又は他のデバイスか
らアクセスされた）補足データに基づき受胎ウィンドウを修正又は確認する（例えば、受
胎ウィンドウの正確さの確率を増減させる）ために使用されてよい。例えば、１～３ヶ月
間といった訓練期間中に、受胎ウィンドウ予測ソフトウェアは、補足データに基づき受胎
ウィンドウを予測してよい。その後に、光学モニタリングは、他の受胎ウィンドウ予測法
の必要性なしで（又は、いくつかの実施形態では、必要性を低減されて）予測を続けてよ
い。受胎ウィンドウ予測を提供することによって、女性は、性交のための最良の時（又は
家族計画の目的で性交を控えるべき時）を見極めることができる。アプリケーション４０
のソフトウェアモジュール６４、６６、６８、７０、及び７２の機能は、いくつかの実施
形態では結合され、あるいは、更なるモジュールの間で更に分配されてよい点に留意され
たい。いくつかの実施形態において、ソフトウェアモジュール６４、６６、６８、及び７
０の実行は、複数のデバイスの間で分配されてよい。
【００３３】
　図４についての記載は、上述されたように、受胎ウィンドウ予測を扱うために使用され
るスマートフォン１２に関連するが、電子機器１４を含む他の及び／又は追加のデバイス
がそれらの機能を実行するために使用されてよい。図５を参照すると、ラップトップとし
て具現化された電子機器の論理ブロック図が示されている（電子機器１４は、以降、ラッ
プトップ１４と呼ばれる。）。本開示の文脈において当業者に当然ながら、例となるラッ
プトップ１４は、一実施形態を例示しているに過ぎず、電子機器１４のいくつかの実施形
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態は、より少ない又は追加のコンポーネントを有してよく、且つ／あるいは、図５に表さ
れている様々なコンポーネントに関連した機能のいくつかは、いくつかの実施形態におい
て、結合されるか、又は更なるモジュール若しくはデバイスの間で更に分配されてよい。
いくつかの実施形態において、コンピューティングシステム２０のコンピューティングデ
バイスは、同様のアーキテクチャを有し得る点に留意されたい。ラップトップ１４は、コ
ンピュータアーキテクチャを有し、当然ながら、コンピュータの特定のよく知られたコン
ポーネントは、ラップトップ１４の関連機能を分かりにくくすることを避けるために、こ
こでは省略されている。一実施形態において、ラップトップ１４は、データバス８４（Ｄ
ＢＵＳ）のような１つ以上のデータバスへ全て結合されているプロセッサ７４（プロセッ
サ）のような１つ以上のプロセッサ、入出力（Ｉ／Ｏ）インターフェイス７６（Ｉ／Ｏ）
、表示スクリーン７９（表示スクリーン）及び他のユーザインターフェイス８０（例えば
、キーボード、マウス、マイクロホン、ヘッドセット）、並びにメモリ８２（ＭＥＭ）を
有する。いくつかの実施形態において、表示スクリーン７８（及び／又はユーザインター
フェイス（ＵＩ）８０）は、データバス８４へ直接結合されてよい。メモリ８２は、揮発
性メモリ素子（例えば、ＤＲＡＭ及びＳＲＡＭのようなランダムアクセスメモリ（ＲＡＭ
）、など）及び不揮発性メモリ素子（例えば、ＲＯＭ、フラッシュ、ソリッドステート、
ＥＰＲＯＭ、ＥＥＰＲＯＭ、ハードドライブ、テープ、ＣＤＲＯＭ、など）のうちのいず
れか１つ又は組み合わせを含んでよい。メモリ８２は、ネイティブオペレーティングシス
テム、１つ以上のネイティブアプリケーション、エミュレーションシステム、又は様々な
オペレーティングシステム及び／若しくはエミュレートされたハードウェアプラットフォ
ームのいずれかのためのエミュレートされたアプリケーション、エミュレートされたオペ
レーティングシステム、などを記憶してよい。いくつかの実施形態において、別個のスト
レージデバイス（記憶デバイス）８６は、データバス８４へ、又はネットワーク接続され
たデバイス（又は複数のデバイス）としてＩ／Ｏインターフェイス７６及びインターネッ
ト１８を介して、結合されてよい。ストレージデバイス８６は、ユーザデータ（例えば、
手動により入力されるか又はＩ／Ｏインターフェイス７６を介して受信された他の受胎ウ
ィンドウ予測法の必要性からのデータ）を記憶するよう永続性メモリ（例えば、光学、磁
気、及び／又は半導体メモリ並びに関連するドライブ）として具現化されてよい。ラップ
トップ１４はまた、画像捕捉デバイス９０を有し、これは、図４に関連して記載された画
像捕捉デバイス５６と同様であり、ここでは簡潔さのために省略される。
【００３４】
　図５に表されている実施形態では、メモリ８２は、オペレーティングシステム８８（Ｏ
Ｓ）と、顔特徴検出ソフトウェア（顔特徴検出）６４、解析ソフトウェア（解析）６６、
受胎ウィンドウ予測ソフトウェア（受胎ウィンドウ予測）６８、マッピングソフトウェア
（マッピング）７０、及びＧＵＩソフトウェア（ＧＵＩ）７２を有する受胎ウィンドウ予
測ソフトウェアを含むアプリケーション（Ａｐｐｓ）４０とを有する。受胎ウィンドウ予
測ソフトウェアは、図４に関連して上述されており、ここでは簡潔さのために省略される
。
【００３５】
　アプリケーション４０（並びに関連するソフトウェアモジュール６４、６６、６８、７
０、及び７２）の実行は、オペレーティングシステム８８の管理及び／又は制御下でプロ
セッサ７４によって実装されてよい。プロセッサ７４は、特注又は市販のプロセッサ、中
央演算処理装置（ＣＰＵ）、若しくはいくつかのプロセッサの中の補助プロセッサ、半導
体ベースのマイクロプロセッサ（マイクロチップの形をとる。）、マイクロプロセッサ、
１つ以上の特定用途向け集積回路（ＡＳＩＣ）、複数の適切に構成されたデジタル論理ゲ
ート、及び／又はラップトップ１４の全体的な動作を協調させるよう個々に且つ様々な組
み合わせでディスクリート素子を含む他のよく知られた電気構成として具現化されてよい
。
【００３６】
　Ｉ／Ｏインターフェイス７６は、ユーザインターフェイス（例えば、ＵＩ８０、表示ス
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クリーン７８）への、インターネット１８（例えば、コンピューティングシステム２０の
デバイス）への、並びに電子機器１２及び／又はウェアラブルデバイスのような他のデバ
イスへの１つ以上のインターフェイスを提供するハードウェア及び／又はソフトウェアを
有する。すなわち、Ｉ／Ｏインターフェイス７６は、様々なネットワーク上での、様々な
プロトコル及び／又は標準に従う情報（例えば、データ）の伝達のための信号（例えば、
アナログ又はデジタルデータ）の入力及び出力のためのインターフェイスをいくつでも有
してよい。一実施形態において、Ｉ／Ｏインターフェイス７６は、スマートフォン１２で
使用されるワイヤレス通信ハードウェア及び／又はソフトウェアを有するか、又はそれら
と同様であってよい。
【００３７】
　ラップトップ１４の特定の実施形態が、図５で表されているように、少なくとも部分的
にソフトウェア（ファームウェアを含む。）により実装される場合に、留意されるべきは
、ソフトウェア（例えば、アプリケーション４０並びに関連するソフトウェアモジュール
６４、６６、６８、７０、及び７２）が、様々なコンピュータ関連システム若しくは方法
による又はそれらに関連した使用のために、様々な非一時的なコンピュータ可読媒体に記
憶され得る点である。本明細書の文脈において、コンピュータ可読媒体は、コンピュータ
関連システム若しくは方法による又はそれに関連した使用のためにコンピュータプログラ
ム（例えば、実行可能コード又は命令）を含むか又は記憶し得る電子的な、磁気的な、光
学的な、又は他の物理デバイスを有してよい。ソフトウェアは、コンピュータベースのシ
ステム、プロセッサを含むシステム、又は命令実行システム、装置、若しくはデバイスか
ら命令をフェッチし、命令を実行することができる他のシステムのような、命令実行シス
テム、装置、又はデバイスによる又はそれに関連した使用のために、様々なコンピュータ
可読媒体において埋め込まれてよい。
【００３８】
　ラップトップ１４の特定の実施形態が少なくとも部分的にハードウェアにより実装され
る場合に、そのような機能は、当該技術で全てよく知られている次のテクノロジ：データ
信号に対して論理関数を実装する論理ゲートを備えたディスクリート論理回路、適切な組
み合わせ論理ゲートを備えた特定用途向け集積回路（ＡＳＩＣ）、プログラマブルゲート
アレイ（ＰＧＡ）、フィールドプログラマブルゲートアレイ（ＦＰＧＡ）、リレー、コン
トラクター、など、の中のいずれか又は組み合わせにより実装されてよい。
【００３９】
　上記を鑑みて、当然ながら、図６で表されて、方法９２に関して参照され、開始表記か
ら終了表記の間に含まれる受胎ウィンドウ予測方法の一実施形態は、対象の顔特徴を含む
複数の画像を受けること（９４）と、複数の画像に対応するデータを受けること（９６）
と、データから顔特徴の変化を決定すること（９８）と、決定に基づき、対象についての
受胎能力亢進の期間を含む受胎ウィンドウを予測すること（１００）とを有する。
【００４０】
　図６のフロー図における如何なるプロセス記述又はブロックも、プロセス内の特定の論
理関数又はステップを実装するための１つ以上の実行可能命令を含むコードのモジュール
、セグメント、又は部分を表すものとして理解されるべきである。代替の実施が本発明の
実施形態の適用範囲内に含まれ、そのような代替の実施では、関数は略同時に実行されて
よく、且つ／あるいは、追加の論理関数又はステップは、当業者によって理解されるよう
に、関連する機能に応じて、加えられてよい。
【００４１】
　一実施形態において、装置クレームが開示されており、それは、対象の顔特徴を含む複
数の画像を記録するよう構成される画像捕捉デバイスと、命令を含むメモリと、命令を実
行して、記録された複数の画像に対応するデータを受け、データから顔特徴の変化を決定
し、決定に基づき、対象についての受胎能力亢進の期間を含む受胎ウィンドウを予測する
よう構成されるプロセッサとを有する。
【００４２】
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　上記クレームに従う装置において、プロセッサは、命令を実行して、肌の色合いの変化
をデータから決定するよう構成される。
【００４３】
　上記クレームのうちのいずれか１つに従う装置において、プロセッサは、命令を実行し
て、顔特徴の対称性の変化をデータから決定するよう構成される。
【００４４】
　上記クレームのうちのいずれか１つに従う装置において、プロセッサは、命令を実行し
て、肌の色合いの変化及び顔特徴の対称性の変化をデータから決定するよう構成される。
【００４５】
　上記クレームのうちのいずれか１つに従う装置において、プロセッサは更に、命令を実
行して、追加の受胎能力予測法に対応する補足データを受けるよう構成される。
【００４６】
　上記クレームに従う装置において、プロセッサは更に、命令を実行して、対象の基礎体
温、対象の尿中の黄体形成ホルモンレベル、及び対象の経管粘液データの中の１つ又は任
意の組み合わせを含む補足データを受けるよう構成される。更なる実施形態において、プ
ロセッサは更に、命令を実行して、補足データと顔特徴の決定された変化との間に相関が
ある場合を判定し、相関がある場合の判定に基づき、受胎ウィンドウの期間を調整するか
、又は相関が期間に対応する受胎ウィンドウの確率を改善するよう構成される。
【００４７】
　上記クレームに従う装置において、プロセッサは、命令を実行して、決定及び相関に基
づき受胎ウィンドウを予測するよう構成される。
【００４８】
　上記クレームのうちのいずれか１つに従う装置において、プロセッサは、命令を実行し
て、顔特徴の所定の組の解析に従ってデータから顔特徴の変化を決定するよう構成される
。
【００４９】
　一実施形態において、方法クレームが開示されており、それは、対象の顔特徴を含む複
数の画像を受けることと、複数の画像に対応するデータを受けることと、データから顔特
徴の変化を決定することと、決定に基づき、対象についての受胎能力亢進の期間を含む受
胎ウィンドウを予測することとを有する。
【００５０】
　上記クレームに従う方法において、データから顔特徴の変化を決定することは、データ
から肌の色合いの変化及び顔特徴の対称性の変化の中の１つ又は組み合わせを決定するこ
とを有する。
【００５１】
　上記クレームのうちのいずれか１つに従う方法は、追加の受胎能力予測法に対応する補
足データを受けることを更に有する。
【００５２】
　上記クレームに従う方法において、補足データを受けることは、対象の基礎体温、対象
の尿中の黄体形成ホルモンレベル、及び対象の経管粘液データの中の１つ又は任意の組み
合わせを受けることを有する。
【００５３】
　上記クレームに従う方法は、補足データと顔特徴の決定された変化との間に相関がある
場合を判定し、相関がある場合の判定に基づき、受胎ウィンドウの期間を調整すること、
又は相関が期間に対応する受胎ウィンドウの確率を改善することを更に有し、受胎ウィン
ドウは、決定及び相関に基づき予測される。
【００５４】
　一実施形態において、非一時的なコンピュータ可読媒体のクレームが開示され、それは
、プロセッサによって実行される命令により符号化され、命令は、プロセッサに、対象の
顔特徴を含む複数の画像を受け取らせ、複数の画像に対応するデータを受け取らせ、デー
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む受胎ウィンドウを予測させる。
【００５５】
　本発明は、図面及び前述の説明において詳細に図示及び記載されてきたが、そのような
図示及び記載は、限定ではなく説明又は例と見なされるべきであり、本発明は、開示され
ている実施形態に制限されない。例えば、上述されたように、画像捕捉並びに受胎ウィン
ドウの処理及び／又は表示は、単一の電子機器（例えば、スマートフォン、ラップトップ
、タブレット、など）において、又は複数のデバイス（例えば、スタンドアローンのカメ
ラ、スマートフォン、ラップトップ、タブレット、遠隔コンピューティングデバイス、な
ど）を介して実行されてよい。いくつかの実施形態において、画像捕捉機能及び表示スク
リーンを備えたウェアラブルデバイスは、受胎ウィンドウ予測システムの機能性を実装し
てよい。女性への視覚フィードバックを用いて記載されてきたが、いくつかの実施形態で
は、例えば、ウェアラブルデバイス又は他の電子機器若しくは付属の周辺機器（例えば、
ヘッドセット、イヤホン、など）を通じた、聴覚フィードバック及び／又は触覚フィード
バックが、受胎ウィンドウを女性へ伝えてよい。開示されている実施形態に対する他の変
形例は、図面、本開示、及び添付の特許請求の範囲の検討から、請求されている発明を実
施する際に当業者によって理解され達成される。開示されている実施形態の様々な組み合
わせが使用されてよく、よって、実施形態又は一実施形態との言及は、その実施形態から
の特徴を、他の実施形態からの特徴とともに使用されることから除外するよう意図されな
い点に留意されたい。特許請求の範囲において、語“有する（comprising）”は他の要素
又はステップを除外せず、不定冠詞“a”又は“an”は複数を除外しない。単一のプロセ
ッサ又は他のユニットは、特許請求の範囲で挙げられているいくつかの項目の機能を満た
し得る。特定の手段が相互に異なる従属請求項で挙げられているという単なる事実は、そ
れらの手段の組み合わせが有利に使用され得ないことを示すものではない。コンピュータ
プログラムは、他のハードウェアとともに又はその部分として供給される光学媒体又はソ
リッドステート媒体のような適切な媒体で記憶／分配されてよいが、他の形態でも分配さ
れてよい。特許請求の範囲における如何なる参照符号も、適用範囲を制限するものとして
解釈されるべきではない。
【００５６】
　［関連出願の相互参照］
　本特許出願は、その内容が参照により本願に援用される、２０１６年６月１３日付けで
出願された米国特許仮出願第６２／３４９３４９号の３５Ｕ．Ｓ．Ｃ第１１９条（ｅ）の
下での優先権の利益を主張する。
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在一个实施例中，提供了一种用于预测生育率窗口的装置（12），该生
育力窗口包括基于面部特征的光学监视的女性生育期。
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